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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和2年7月27日(2020.7.27)

【公開番号】特開2019-23368(P2019-23368A)
【公開日】平成31年2月14日(2019.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-006
【出願番号】特願2017-143128(P2017-143128)
【国際特許分類】
   Ａ４１Ｄ  13/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/107    (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/11     (2006.01)
   Ａ４１Ｄ  13/05     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４１Ｄ   13/00     １０２　
   Ａ６１Ｂ    5/10     ３００Ｄ
   Ａ６１Ｂ    5/10     ３１０Ａ
   Ａ４１Ｄ   13/05     １２５　
   Ａ６１Ｆ    5/02     　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月9日(2020.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の上体に装着されるウェアラブル装置であって、
　前記上体を締め付け可能なベルト部と、
　前記使用者の動作状態を検出して、前記動作状態を示すデータを出力する状態検出部と
、
　前記使用者の上体に掛かる負荷の値を算出する負荷算出部と、
　前記ベルト部に付与する締め付け力を調節する制御部であって、
　前記状態検出部から入力された前記動作状態を示すデータに基づき、第１の締め付け力
まで前記締め付け力を増加させ、
　前記負荷算出部から入力された前記負荷の値が予め定められた第１の負荷閾値以上であ
る場合に、前記第１の締め付け力から第２の締め付け力まで前記締め付け力を増加させる
、
制御部と、を備えるウェアラブル装置。
【請求項２】
　前記状態検出部は、前記動作状態として、前記使用者が前屈している状態、および、前
記使用者が歩行を停止している状態の少なくとも何れかを検出する、
請求項１に記載のウェアラブル装置。
【請求項３】
　前記第１の締め付け力は、第３の締め付け力と、前記第３の締め付け力よりも大きい第
４の締め付け力とを含み、
　前記制御部は、
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　前記状態検出部から、前記使用者が歩行を停止している状態を示すデータが入力された
場合に、前記第３の締め付け力に前記締め付け力を調節し、
　前記状態検出部から、前記使用者が前屈している状態を示すデータが入力された場合に
、前記第４の締め付け力まで前記締め付け力を増加させる、
請求項２に記載のウェアラブル装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記使用者が前屈している状態の持続時間に対応して、前記第４の締め
付け力を調節する、
請求項３に記載のウェアラブル装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記負荷の値に対応して、前記第２の締め付け力を調節する、
請求項１から４の何れか一項に記載のウェアラブル装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第２の締め付け力で締め付けている状態で、前記負荷算出部から入
力された前記負荷の値が、前記第１の負荷閾値よりも小さい予め定められた第２の負荷閾
値以下である場合に、前記第２の締め付け力よりも小さな第５の締め付け力まで前記締め
付け力を低減させる、
請求項１から５の何れか一項に記載のウェアラブル装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第５の締め付け力で締め付けている状態で、前記状態検出部から、
前記使用者が歩行中である状態を示すデータが入力された場合に、前記締め付け力を解放
させる、
請求項６に記載のウェアラブル装置。
【請求項８】
　使用者の上体に対して脱着可能なウェアラブル装置であって、
　前記上体の少なくとも一部を覆って前記上体に装着されるベルト部と、
　前記使用者の動作状態を検出する状態検出部と、
　前記使用者の上体に対する負荷の値を算出する負荷算出部と、
　前記上体に対する前記ベルト部の締め付け力を制御する制御部であって、
　前記動作状態を示すデータが入力された場合に、前記締め付け力を第１の締め付け力に
設定することと、
　前記負荷の値が予め定められた閾値以上である場合に、前記締め付け力を前記第１の締
め付け力より大きい第２の締め付け力に設定することと、を切り替える制御部と、
　を備えるウェアラブル装置。
【請求項９】
　請求項１から８の何れか一項に記載のウェアラブル装置から、前記負荷の値に関する負
荷情報を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記負荷情報を記憶する記憶部と
を備える情報管理システム。
【請求項１０】
　前記負荷情報は、前記使用者における前記動作状態に対応付けられ、
　前記記憶部を参照して前記負荷情報を表示する表示部
を更に備える、請求項９に記載の情報管理システム。
【請求項１１】
　使用者の上体を締め付ける締め付け力を調節可能なベルト部を駆動する駆動方法であっ
て、
　前記ベルト部に付与する締め付け力を調節する力制御段階を備え、
　前記力制御段階は、
　前記使用者における動作状態に基づき、第１の締め付け力まで前記締め付け力を増加さ
せる第１の力増加段階と、
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　前記使用者の上体に掛かる負荷の値が予め定められた第１の負荷閾値以上である場合に
、前記第１の締め付け力から第２の締め付け力まで前記締め付け力を増加させる第２の力
増加段階と
を有する、駆動方法。
【請求項１２】
　使用者の上体を締め付ける締め付け力を調節可能なベルト部のためのアプリケーション
プログラムであって、
　前記ベルト部に付与する締め付け力を調節する力制御段階を前記ベルト部に実行させ、
　前記力制御段階は、
　前記使用者における動作状態に基づき、第１の締め付け力まで前記締め付け力を増加す
る第１の力増加段階と、
　前記第１の締め付け力で締め付けている状態で、前記使用者の上体に掛かる負荷の値が
予め定められた第１の負荷閾値以上である場合に、前記第１の締め付け力から第２の締め
付け力まで前記締め付け力を増加する第２の力増加段階と
を有する、アプリケーションプログラム。
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